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〔憲法・統治〕 

次の文章を読んで，後記の〔設問〕に答えなさい。 

 

 Ｙ１は，仏教における日本有数の宗派の１つであるα教を所依の教典とする宗教法人である。Ｙ１にお

いては，α教において最高位とされる法主の地位にある者が代表役員を兼務するものとされている。Ｙ１

において，宗教法人法１２条所定の規則とされているα教宗制では，法主の地位は血脈相承により承継さ

れるものと定められており，具体的な手続としては，現法主が後継者にふさわしい者を次期法主として生

前に１名選び，口頭でα教の秘伝を教授するものとされていた。また，当該教授は秘密の方法により行わ

れる。 

平成３０年１０月１日，α教の法主及びＹ１の代表役員であったＡが死去した。Ｙ１では，Ａが死去し

た翌日の同月２日に，重役会議が開催され，専任役員であったＹ２がその席上で，生前のＡから血脈相承

を受けていたことを発表し，後日，Ｙ１の檀徒に対して，Ｙ２がα教の次期法主及びＹ１の代表役員とな

ることを発表した。 

 

 

〔設問１〕 

 α教の信者で，Ｙ２と対立する信徒団体に所属するＸ１は，ＡからＹ２に対する血脈相承の存在につい

て疑念を抱き，Ｙ１及びＹ２を被告として，Ｙ２のＹ１における代表役員の地位の不存在確認を求める訴

えを提起した。当該訴えについての憲法上の問題に関するあなた自身の見解を述べなさい。ただし，Ｘ１

の信教の自由については論じなくてよい。 

 

〔設問２〕 

 α教の信者で，Ｙ２と対立する信徒団体に所属する檀徒のＸ２は，代表役員となったＹ２の唱える教義

や，Ｙ２によるＹ１の運営方法に不満を持ち，ＳＮＳ上で「Ｙ２のようなくそ坊主が法主を続けるようで

はＹ１は終わりだ」「Ｙ２の女遊びは目に余る。隠し子が何人もいるのを私は知っている」「Ｙ２は金のこ

としか考えていない。Ｙ２の後ろには政治家Ｂがいて，かなりの金をもらっている」などといった書き込

みを行った。代表役員のＹ２をはじめとするＹ１の幹部は，Ｘ２の行動を問題視し，Ｘ２の行為がＹ１の

維持経営を妨害するものであるとして，Ｘ２を除名処分とした。これに対し，Ｘ２は，Ｙ１を被告として，

除名処分が無効であることを理由に，Ｙ１の檀徒としての地位の確認を求める訴えを提起した。当該訴え

についての憲法上の問題に関するあなた自身の見解を述べなさい。 

 

〔設問３〕 

 α教の信者で，Ｙ２と対立する信徒団体に所属する檀徒のＸ３は，日ごろからＹ２の唱える教義はα教

の教義に反する旨の見解を述べていた。Ｙ２をはじめとするＹ１の幹部はこれを問題視し，α教の教義に

反する異説を唱えた者に当たることを理由として，Ｘ３を除名処分とした。また，Ｙ１においては，檀徒

の地位を有する者に対して，所有する物件を住居として賃貸しており，Ｘ３もこれを借り受けていたとこ

ろ，除名処分により檀徒の地位を失ったことを受けて，Ｘ３が留守の間に，Ｙ１から委託を受けた業者が

Ｘ３の荷物を撤去し，鍵を付け替えてしまった。これに対しＸ３は抗議したが，Ｙ１は「物件の入居に際

しては，入居誓約書において，檀徒である間に限り入居が認められるものであることを確認し，檀徒の地

位を失った場合には，直ちに物件を退去し，残置物の撤去について異議を述べない旨の承諾をしているは

ずである。」と述べて取り合わなかった。そこで，Ｘ３は，Ｙ１に対し，物件の引渡しと撤去された物品の

相当額の損害の賠償を求める訴えを提起した。当該訴えについての憲法上の問題に関するあなた自身の見

解を述べなさい。 
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〔参考条文〕 

α教宗制 

（略） 

（代表役員） 

第５条 当法人には，代表役員を１名置くものとする。 

２ 代表役員は，法主の職にある者を充てるものとする。 

 

（その他役員） 

第６条 当法人には，代表役員の他，常務役員を３名置くものとする。 

２ 当法人には，代表役員及び常務役員の他，専任役員を５名置くものとする。 

 

（法主の選任） 

第７条 法主は，血脈を相承することによりその地位に就くものとする。 

２ 法主は，常務役員のうちから血脈を承継する次期の法主を選定することができる。但し，緊急やむを

得ない場合には，専任役員のうちから血脈を承継する次期の法主を選定することができる。 

３ 法主が血脈の承継を実施しない場合において，死亡その他の事由により法主の職務を継続することが

できなくなったときには，常務役員及び専任役員が協議して，前項に定める方法により，次期法主を選

定するものとする。 

（略） 

（総代） 

第４０条 総代は，当法人の檀徒から，選任するものとする。 

２ 総代は，代表役員による常務役員の選任について，意見を述べることができる。 

３ 総代は，当法人の基本財産の変更，重要な資産の処分，予算の編成及び当法人の合併について，意見

を述べることができる。 

（略） 

（除名処分） 

第７０条 当法人の檀徒が，次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には，当法人は，当該檀徒を除名

することができる。 

一 α教の教義に反する異説を唱えた者 

二 当法人の維持経営を妨害する者 
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第
１

 
設

問
１

 

１
 

本
件

に
お

い
て

，
Ｘ

１
は

，
Ｙ

２
の

代
表

役
員

と
し

て
の

地
位

に
つ

い
て

争

っ
て

い
る

が
，
Ｙ

２
の

代
表

役
員

の
地

位
は

，
α

教
に

お
い

て
最

高
位

と
さ

れ

る
法

主
の

地
位

を
有

す
る

か
，
と

い
う

点
に

左
右

さ
れ

る
。
そ

こ
で

，
こ

の
よ

う
な

紛
争

が
司

法
権
（

憲
法

７
６

条
１

項
）
及

び
，
裁

判
所

法
３

条
１

項
に

定

め
る

「
法

律
上

の
争

訟
」

に
当

た
る

か
が

問
題

と
な

る
。

 

２
 

司
法

と
は

，
具

体
的

な
争

訟
に

つ
い

て
，
法

を
適

用
し

，
宣

言
す

る
こ

と
に

よ
り

，
こ

れ
を

裁
定

す
る

国
家

の
作

用
で

あ
る

。
そ

し
て

，
こ

の
よ

う
な

作
用

に
鑑

み
れ

ば
，
裁

判
所

が
裁

判
の

対
象

と
す

る
法

律
上

の
争

訟
と

は
，
①

当
事

者
間

の
具

体
的

な
権

利
義

務
又

は
法

律
関

係
の

存
否

に
関

す
る

紛
争

で
あ

っ

て
，

②
法

律
の

適
用

に
よ

り
終

局
的

に
解

決
で

き
る

も
の

を
い

う
と

解
す

る

べ
き

で
あ

る
。
ま

た
，
本

件
の

よ
う

な
宗

教
活

動
上

の
地

位
や

権
利

義
務

に
つ

い
て

審
理

，
判

断
す

る
際

に
お

い
て

，
宗

教
上

の
教

義
，
信

仰
に

立
ち

入
っ

て

判
断

す
る

こ
と

が
必

要
不

可
欠

で
あ

る
場

合
に

は
，

法
律

の
適

用
に

よ
る

終

局
の

解
決

が
困

難
で

あ
る

た
め

，
法

律
上

の
争

訟
に

当
た

ら
な

い
と

解
す

る

べ
き

で
あ

る
。

 

３
 

本
件

で
は

，
Ｘ

１
の

訴
え

は
Ｙ

２
の

Ｙ
１

に
お

け
る

代
表

役
員

と
し

て
の

地
位

の
存

否
を

確
認

す
る

も
の

で
あ

り
，
代

表
役

員
の

地
位

が
，
宗

教
法

人
に

お
け

る
業

務
の

執
行

者
た

る
地

位
で

あ
る

こ
と

か
ら

す
れ

ば
，

具
体

的
な

法

律
関

係
の

存
否

に
関

す
る

紛
争

に
該

当
す

る
と

い
え

る
。

 

次
に

，
法

律
の

適
用

に
よ

る
終

局
的

な
解

決
の

可
能

性
に

つ
い

て
で

あ
る

が
，
Ｙ

１
に

お
い

て
は

，
代

表
役

員
の

地
位

は
，
α

教
に

お
け

る
法

主
の

地
位

を
有

す
る

か
否

か
に

よ
り

決
せ

ら
れ

る
も

の
と

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
（

α

教
宗

制
５

条
２

項
）
，
教

義
，
信

仰
の

内
容

の
判

断
が

不
可

欠
と

な
ら

な
い

か

が
問

題
と

な
る

。
こ

の
点

，
本

件
は

，
血

脈
相

承
と

い
う

宗
教

上
の

行
為

が
法

主
及

び
代

表
役

員
の

地
位

の
存

否
と

結
び

つ
い

て
い

る
も

の
の

，
血

脈
相

承

が
さ

れ
た

か
，
と

い
う

点
は

事
実

の
存

否
の

問
題

で
あ

る
し

，
仮

に
事

実
と

し

て
こ

れ
が

否
定

さ
れ

た
場

合
に

は
，

α
教

宗
制

７
条

３
項

及
び

同
２

項
に

基

づ
き

，
常

務
役

員
及

び
専

任
役

員
の

協
議

に
よ

る
法

主
の

選
定

と
い

う
手

続

を
採

用
し

な
け

れ
ば

な
ら

ず
，

専
任

役
員

で
あ

る
Ｙ

２
に

法
主

の
資

格
が

あ

る
と

い
え

る
か

，
と

い
っ

た
点

等
の

検
討

を
行

う
こ

と
に

よ
り

，
終

局
的

な
解

決
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

こ
と

は
α

教
宗

制
の

規
定

内
容

は
明

ら
か

で
あ

る

と
の

主
張

も
あ

り
う

る
。
も

っ
と

も
，
血

脈
相

承
の

存
否

を
判

断
す

る
に

あ
た

っ
て

は
，
そ

も
そ

も
血

脈
相

承
が

ど
の

よ
う

な
も

の
で

あ
り

，
そ

れ
に

該
当

す

る
行

為
が

あ
っ

た
の

か
，
と

い
う

判
断

を
行

わ
ざ

る
を

得
ず

，
そ

う
す

る
と

結

局
は

，
血

脈
相

承
の

意
義

に
つ

い
て

立
ち

入
っ

た
検

討
を

行
う

こ
と

は
避

け

ら
れ

な
い

。
し

た
が

っ
て

，
単

な
る

事
実

の
存

否
の

判
断

と
は

い
え

ず
，
教

義
，

信
仰

の
内

容
の

判
断

が
不

可
欠

と
な

る
こ

と
か

ら
，

法
律

の
適

用
に

よ
る

終

局
的

な
解

決
が

で
き

な
い

と
考

え
る

べ
き

で
あ

る
。

 

４
 

以
上

よ
り

，
Ｘ

１
の

訴
え

は
，
法

律
上

の
争

訟
に

当
た

ら
ず

，
却

下
さ

れ
る

。
 

第
２

 
設

問
２

 

１
 

本
件

で
は

，
Ｘ

２
は

檀
徒

と
い

う
，
宗

教
上

の
地

位
に

つ
い

て
確

認
を

求
め

て
い

る
こ

と
か

ら
，
設

問
１

と
同

様
に

，
法

律
上

の
争

訟
へ

の
該

当
性

が
問

題

と
な

る
。
も

っ
と

も
，
宗

教
上

の
地

位
で

あ
る

と
し

て
も

，
各

宗
教

法
人

が
，
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当
該

地
位

に
つ

い
て

ど
の

よ
う

な
も

の
と

し
て

位
置

付
け

て
い

る
か

は
異

な

る
た

め
，

具
体

的
な

内
容

を
検

討
し

て
，

判
断

を
行

う
べ

き
で

あ
る

。
 

２
 

ま
ず

，
Ｙ

１
に

お
い

て
は

，
檀

徒
の

地
位

は
総

代
に

選
任

さ
れ

る
の

に
必

要

な
地

位
で

あ
る

と
位

置
づ

け
ら

れ
て

い
る
（

α
教

宗
制

４
０

条
１

項
）
。
そ

し

て
，
総

代
は

，
Ｙ

１
に

お
け

る
常

務
役

員
の

選
任

に
意

見
を

述
べ

る
こ

と
が

で

き
る

と
さ

れ
て

お
り
（

α
教

宗
制

４
０

条
２

項
）
，
基

本
財

産
の

変
更

，
重

要

な
資

産
の

処
分

，
予

算
の

編
成

及
び

法
人

の
合

併
に

つ
い

て
も

意
見

を
述

べ

る
こ

と
が

で
き

る
地

位
で

あ
る

と
さ

れ
て

い
る

（
α

教
宗

制
４

０
条

３
項

）
。

こ
れ

ら
の

規
定

を
踏

ま
え

る
と

，
檀

徒
の

地
位

は
，
宗

教
法

人
に

お
け

る
各

種

意
思

決
定

に
際

し
て

意
見

を
述

べ
て

影
響

を
与

え
る

こ
と

が
で

き
る

総
代

と

い
う

地
位

の
前

提
と

な
る

地
位

で
あ

り
，

法
的

な
権

利
が

認
め

ら
れ

た
も

の

で
あ

る
と

い
う

こ
と

が
で

き
る

。
し

た
が

っ
て

，
檀

徒
の

地
位

は
具

体
的

な
権

利
義

務
又

は
法

律
関

係
を

含
む

地
位

で
あ

る
と

い
え

る
。

 

３
 

次
に

，
Ｘ

２
に

対
す

る
除

名
処

分
の

当
否

に
つ

い
て

も
，
除

名
処

分
が

各
誹

謗
中

傷
行

為
を

理
由

と
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

か
ら

す
れ

ば
（

α
教

宗
制

 

７
０

条
２

号
）
，
宗

教
上

の
教

義
，
信

仰
の

内
容

に
立

ち
入

ら
ず

に
判

断
が

可

能
で

あ
る

。
 

４
 

し
た

が
っ

て
，

Ｘ
２

の
訴

え
は

法
律

上
の

争
訟

に
当

た
り

適
法

な
訴

え
で

あ
る

。
 

第
３

 
設

問
３

 

１
 

本
件

で
も

，
Ｘ

３
の

訴
え

は
，
Ｙ

１
に

よ
る

除
名

処
分

の
当

否
が

関
係

し
，

法
律

上
の

争
訟

に
該

当
す

る
か

が
問

題
と

な
る

。
 

２
 

こ
の

点
，
Ｙ

１
の

Ｘ
３

に
対

す
る

除
名

処
分

は
，
Ｘ

３
が

α
教

の
教

義
に

反

す
る

異
説

を
唱

え
た

こ
と

を
理

由
と

す
る

も
の

で
あ

り
，

除
名

処
分

の
有

効

性
が

檀
徒

の
地

位
の

喪
失

に
つ

な
が

り
，

賃
貸

借
契

約
の

終
了

に
結

び
つ

い

て
い

る
こ

と
か

ら
す

る
と

，
本

件
の

終
局

的
な

解
決

の
た

め
に

は
，
Ｘ

３
が

α

教
の

教
義

に
反

す
る

異
説

を
唱

え
た

か
，

と
い

う
点

の
判

断
が

不
可

欠
で

 

あ
り

，
宗

教
上

の
教

義
，
信

仰
に

立
ち

入
る

こ
と

が
不

可
欠

で
あ

る
と

も
思

わ

れ
る

。
 

 
も

っ
と

も
，
本

件
で

は
，
檀

徒
の

地
位

の
喪

失
以

外
に

も
，
Ｘ

３
が

留
守

の

間
に

荷
物

の
撤

去
や

鍵
の

付
け

替
え

を
強

行
し

て
い

る
点

で
，

Ｙ
１

の
行

為

態
様

そ
の

も
の

が
不

法
な

も
の

で
あ

る
と

い
っ

た
争

点
の

設
定

も
可

能
で

あ

る
。
ま

た
，
賃

貸
借

契
約

の
解

除
に

つ
い

て
は

判
例

上
，
信

頼
関

係
破

壊
の

法

理
や

権
利

濫
用

の
法

理
が

広
く

認
め

ら
れ

て
お

り
，

本
件

で
も

こ
の

よ
う

な

法
理

に
基

づ
き

賃
貸

借
契

約
終

了
が

制
限

さ
れ

る
可

能
性

が
あ

る
。
さ

ら
に

，

本
件

で
は

入
居

誓
約

書
に

お
い

て
，
即

時
退

去
，
異

議
申

立
権

の
放

棄
等

が
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

，
契

約
内

容
が

公
序

良
俗

に
反

す
る

（
民

法
９

０

条
）
，

消
費

者
契

約
法

１
０

条
に

基
づ

き
無

効
と

な
る

，
等

の
論

点
も

あ
り

得

る
。
そ

し
て

こ
れ

ら
の

場
合

に
は

，
一

般
市

民
法

秩
序

と
直

接
の

関
係

を
有

す

る
と

の
見

方
も

可
能

で
あ

る
。

 

し
た

が
っ

て
，
こ

の
よ

う
に

宗
教

上
の

教
義

，
信

仰
に

立
ち

入
ら

な
い

形
で

の
判

断
の

可
能

性
が

あ
る

こ
と

を
踏

ま
え

る
と

，
Ｘ

３
の

訴
え

は
法

律
上

の

争
訟

に
該

当
し

，
適

法
な

訴
え

と
い

え
る

。
 

以
 

上
 



小計 配点 得点

〔設問１〕 (25) 0

本件が司法権（憲法７６条１項）に関する問題であることの指摘 2

司法権の意義 4

法律上の争訟の要件 4

宗教上の教義、信仰に立ち入って判断することが必要不可欠である場合には、法律の適用
による終局の解決が困難であるため、法律上の争訟に当たらないという判例の規範の提示 2

代表役員の地位の存否の確認が、具体的な法律関係の存否に関する紛争であることの指
摘 2

血脈相承の存否に関する事実認定にあたり、教義、信仰の内容の判断が不可欠であること
の指摘 2

（コメント）
大野裁判官の反対意見で指摘されている法律上の争訟への該当性を基礎づける要素を指
摘している場合には必要に応じて加点する。例えば、具体的なα教宗制の条項を引用しつ
つ指摘している、想定される間接事実を指摘しつつ、教義や信仰に関する判断を避けて判断
することが可能である点を述べているものについては加点する。

5

結論の記載 1

裁量点 3

〔設問２〕 (15) 0

法律上の争訟への該当性が問題となることの指摘 2

α教宗制40条各項を指摘しつつ檀徒の地位が具体的な権利義務又は法律関係を含む地位
であることを指摘 6

X2の行為への除名処分につき、宗教上の教義、信仰の内容に立ち入らずに判断が可能で
あることの指摘 3

結論の記載 1

裁量点 3

〔設問３〕 (10) 0

除名処分の理由からすると教義又は信仰上の判断が不可欠になると考えられることの指摘 4

・荷物の撤去や鍵の付け替えを強行していること
・賃貸借契約の解除に関する信頼関係破壊の法理や権利濫用の法理の適用
・入居誓約書の即時退去、異議申立権の放棄等の契約内容が公序良俗に反する（民法90
条）、消費者契約法10条に基づき無効となる可能性
・部分社会法理における一般市民法秩序に反すること
・その他の事情を指摘して法律上の争訟に当たる可能性の検討を行っている場合には必要
に応じて加点

4

結論の記載 1

裁量点 1

合　計 (50) 50 0

受講者番号

予備試験答案練習会（憲法・統治）採点基準表
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憲法・統治 解説レジュメ 
 

１. 出題趣旨 

 

 本問は，憲法８７条１項の司法権に関する基本的な知識と，これに関連する基本判例の理解を問う

問題である。司法権については，いわゆる「法律上の争訟」への該当性が争点となる多数の判例が存

在するため，論文試験において事例形式の問題が出題される可能性がある。設問１は最判平成５年９

月 7 日民集４７巻 7 号４６６７頁（日蓮宗管長事件・憲法判例百選Ⅱ［第 6 版］No.１９１）をベー

スとしており，司法権の意義に関する基本的な理解を踏まえつつ，同判例を踏まえた事実評価を行う

ことが求められている。設問2は最判平成７年７月１８日民集４９巻７号２７１７頁（檀徒の地位確

認事件・平成７年重要判例解説憲法１）の事案をベースとしたものであり，設問１と比較して事案分

析を行うことが求められる。設問３は仮想事例であるが，直接的に教義や信仰といった点が争点とな

ることが予想されるため，判例の傾向からすると法律上の争訟に該当しないとの結論も十分に考えら

れるが，具体的な権利侵害が発生しているにもかかわらず，裁判を受ける権利が保障されないという

事態が生じてしまっていることを踏まえ，一歩踏み込んだ検討を行ってもらうことを意図している。

また，難易度としては，設問１から３にかけて，初級，中級，上級のステップとしているため，まず

は設問１を確実に復習して欲しいが，勉強が進んでいる人は２と３も一定の解答ができるようにして

もらいたい。 

 

２. 設問１ 

 

 まずは，司法権の問題であることを指摘し，司法権の意義を示すとともに，「法律上の争訟」に該当

するというためには，どのような要件が必要となるかを示す必要がある（野中ほか「憲法Ⅱ（第５版）」

P.２２５～参照）。これは，今回のような宗教上の紛争のみならず，政党，大学，地方議会等の内部に

おける紛争でも同様の基準になる。 

 

☆司法権 

…司法とは，具体的な争訟について，法を適用し，宣言することによって，これを裁定する国家

の作用をいう 

 

☆法律上の争訟 

①当事者間の具体的な権利義務又は法律関係の存否(刑事罰の存否を含む)に関する紛争であって 

②法律を適用することにより終局的に解決することができるもの 

 

 また，宗教上の紛争については，最判昭和５６年４月７日民集３５巻３号４４３頁（板まんだら事

件・憲法判例百選Ⅱ［第６版］No.１９０）において，具体的な権利義務又は法律関係に関する紛争の

形式をとっていても，宗教上の教義に関する判断が「訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のもの」で

ある場合には，実質において法令の適用による解決が不可能であるとの判示がされているので，判例

のキーワードを答案で示して当てはめを行う必要がある。 

 当てはめは意外と難しい。最高裁の判例となった事案でも，下級審の判断は分かれている。本問の

ベースとなった最判平成５年９月７日民集４７巻７号４６６７頁（日蓮宗管長事件・憲法判例百選Ⅱ

［第６版］No.１９１）でも大野裁判官の反対意見があり，判例と少しでも事案が変われば微妙な判断

をしなければならないと理解しておくべき。 
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☆判例多数意見の判断過程 

 宗教法人の代表役員の地位は管長の職にある者を充て，管長は法主の地位にある者を充てる 

 法主の地位は血脈を相承する者であるとされている 

 そうすると血脈相承の意義は何か，代表役員が実際に血脈を承継したのかを明らかにしなけ

ればならない 

→宗教の教義ないし信仰の内容に立ち入って審理，判断しなければならない 

  

 ☆大野裁判官の反対意見 

 本件の問題は，法主が，宗制の条項にしたがって選定されたか否か 

 血脈相承の存否が争点とはなっているが，これはあくまで宗教的儀式なので，その意義や存

否が判断の対象となるわけではない 

 周辺の間接事実から判断すれば教義や信仰に立ち入らずに法主の選定があったか否かの判

断は可能。例えば，法主の就任について公表がされたのか，披露がされたのか，就任の儀式

が行われたか等の事実を踏まえて推認することや，他の役員が承認したか，新法主が儀式を

挙行したか，他の同席者が承認したか，等の事実から推認することもあり得る 

 そもそも法人格というのは法律上，宗教団体に人格を与え，財産の処分権限等を与えるもの

なのだから，司法がその判断を放棄することは宗教法人の運営にも支障を来す 

 

３. 設問２ 

 

 法律上の争訟に関する要件を正確に当てはめる。 

 檀徒の地位に法律上どのような意味があるかを，宗教法人の規則から読み解く。一定の法律上の権

利が与えられるのか，それとも純粋な宗教上の地位なのか。 

 Ｘ２の行為が除名処分の要件を満たすか，という点の判断に宗教上の教義ないし信仰が関係するか，

裁判所がそれを判断しないと結論が出せないのかを具体的に検討する。本件のＸ２の行為は純粋な名

誉棄損行為であり，宗教的な判断は不要。 

 

４. 設問３ 

 

 普通に考えると，Ｘ３がＹ１におけるα教の教義に異論を唱えたかの判断が除名処分の地位，ひい

ては賃貸借契約の存続の判断に直結しているので，法律上の争訟に該当しないという結論になりそう

（最判平成１年３月９月８日民集４３巻８号８８９頁（蓮華寺事件）の事案では寺の住職に対する建

物明渡請求を却下している。）。 

 →結論の妥当性としてそれで良いか？ 

 →宗教上の理由であれば何でもＯＫ？ 

 →強行法規違反や犯罪行為違反でも裁判所は介入できない？ 

 →部分社会法理における一般市民法秩序との関係を持ち出せないか？ 

 

 

【参考文献】 

・野中ほか「憲法Ⅱ（第５版）」有斐閣 2012/3/30 

・長谷部恭男 石川健治 宍戸常寿編「憲法判例百選Ⅱ［第６版］」有斐閣 2013/12 

・最判平成７年７月１８日民集４９巻７号２７１７頁（檀徒の地位確認事件） 

以 上 
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2018 年 11 月 4 日開催 憲法・統治 

 

最優秀答案 
回答者 ＴＣ 39 点 

 

第１ 設問 1 

１ 本件Ｘ１の訴えは、Ｙ１における代表役員の地位の不存在確認を求めるも

のであるが、これは「法律上の争訟」（裁判所法３条１項）にあたるか。 

２ 

（１）「法律上の争訟」とは、①当事者間の権利義務または法律関係に関する紛

争であって、②法律の適用により解決できるものをいう。 

（２）本件では、Ｙ１における代表役員の地位（α教宗制（以下、省略する。）

５条１項）に関する紛争であり、法人の代表の地位についての紛争といえ

るから法律関係に関する紛争といえる。（①）。 

（３）では、法律の適用により解決できるか（②）。 

ア この点、紛争の解決に法律を適用して解決できるようにみえる場合で 

あっても、その判断の前提として宗教上の問題に立ち入らなければなら

ない場合には、法律の適用により解決できるとはいえないものと考える。

なぜならば裁判官は法律の勉強はしているが、宗教については何らの専

門的知識がないからである。 

イ 本件では、代表役員の地位の不存在の確認を求めているため、法律を適

用して解決できるようにも思える。しかし、代表役員は法主の職にある

者が兼務するとされるところ（５条２項）、法主の地位は秘密の方法で

行われている血脈相承により承継されるものとされており（７条１項）、

宗教上の問題に立ち入らずにその判断をすることが不可能である。その

ため、法律を適用して解決することができないといえる。 

３ したがって、本件訴えは、「法律上の争訟」にあたらなく、裁判所は審査で

きない。 

 

第 2 設問 2 

１ 本件Ｘ１の訴えは、「法律上の争訟」にあたるか。 



２ （１）「法律上の争訟」とは、前期のものをいう。 

（２）本件では、Ｘ２は檀徒の地位の確認を求めているところ、檀徒はＹ１とい

う法人の一要素を構成する地位であるから（４０条１項参照）、法律関係に

関する紛争といえる（①）。 

（３）また、本件訴えは、本件除名処分の効力を判断して解決できるものである

ところ、除名理由はＳＮＳへの書き込みによりＹ１の維持経営を妨害した

（７０条２号）というものであり、宗教上の問題に全く立ち入らずに判断

することができるものである。そのため、法律の適用により解決できると

いえる（②）。 

３ したがって、本件訴えは「法律上の争訟」にあたる。 

 

第３ 設問３ 

１ 本件Ｘ３の訴えは、「法律上の争訟」にあたるか。 

２ （１）「法律上の争訟」とは前記のものをいう。 

（２）本件では、Ｘ３は物件の引渡しと損害賠償を求めており、これは財産権

に関するものであるから。権利義務に関する紛争といえる。（①）。 

（３）では、法律の適用により解決できるか（②）。 

本件では、物件の引渡しと損害賠償を求めているが、檀徒の地位を失っ

た場合には物件の退去及び残置物の撤去について異議を求めない旨が入居

誓約書により承諾されているため、本件訴えの判断には檀徒の地位を失っ

たかの判断が不可欠であり、本件除名処分の効力について判断することと

なる。そして、本件除名処分はα教の教義に反する異説を唱えたことを理

由としてなされている（７０条１号）が教義に反するか否かは宗教上の問

題に立ち入らなければ判断ができない事柄である。そのため、法律の適用

によって解決できないといえる。 

３ したがって、本件訴えは、「法律上の争訟」にあたらず、裁判所は審査で

きない。 

 

以 上 
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採点講評 

（2018 年 11 月 4 日 憲法（統治）） 

 

本問は法律上の争訟性が最大の争点となる問題であり、争点に気づいていれば、判

例そのものを知らなくとも問題文の事実から回答できる問題でした。憲法の統治とい

うマイナーな分野からの出題ですが、その中ではメジャーな論点なので、以下のとお

り、点数には大きなばらつきがあました。答案のレベルとしては、大きく 3段階程度

に分かれていました。 

 

まず、法律上の争訟が問題となることを気づけなかったグループ（第 1 グループ）

である。このグループに対しては、内容としては法律的なことを論じていても、出題

意図に応えることができていないものとみなし、点数をつけていません。統治まで勉

強が進まないのも、私も受験生であった立場として理解できますが、旧司法試験時代

に何度も問われている分野であり、一定の論述ができる受験生も多い分野ですので、

今回を機に復習し、同じ論点の出題があった場合には対応できるようにしておきまし

ょう。なお、統治分野であっても、主要な論点については、基本書、判例集、問題集

をやるなどして、最低限の知識をつけておくことをおすすめします。また、基本知識

の習得にあたっては、問題集も大事ですが、判例百選への掲載判例の学習を意識して

下さい。過去問や問題集の事例を分析すると、百選と同じ事案はでないものの、意識

すると百選の事案と似た要素のある問題が多々存在することが分かります。そのため、

学習の際には常に判例百選の掲載判例の学習を大事にしてほしい。なお、このグルー

プには、法律上の争訟性を問題にせず、主に部分社会の法理を検討した答案も含まれ

ます。宗教団体の紛争と聞くとそのイメージをもつことは理解できますが、部分社会

の法理で問われる事実関係と今回の問題で問われている事実関係が異なることを意

識して、再度復習して下さい。宗教団体の内部紛争が問題となった事案に関する各種

判例では、板まんだら事件で提示した規範を採用して司法権の限界を論じており、部

分社会法理は適用しておりません。 

 

次のグループとしては法律上の争訟性には気づいているものの、三段論法が不十分

な答案である。この類型については、まず定義が不十分なため、あてはめもできない

ものがおり、この点については判例百選等で勉強すべきである。また、法律上の争訟

の定義を示す際に、憲法の条文を示していないもの、司法権の意義から論じていない

ものが非常に多かったです。規範を導く際にはできる限り理由付け（理論的な裏付け、

条文の趣旨に遡った解釈）を示す癖をつけて下さい。次に、定義は正確なものの、あ

てはめがうまく行っていない答案も相当数ありました。大きな原因として規範は知っ

ているものの、その意味が理解できておらず、判例がどのような事案にどのようにあ

てはめているか、という点の学習ができていないため、事例問題でどのように当ては

めたらよいか分からない、ということが考えられます。この点についても、判例百選

の事案等で、どのようなあてはめを行っているかを勉強しておけば対応可能ですので、
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判例の事案をインプットしておきましょう。また、あてはめにおける深い検討には、

百選の解説や最高裁の反対意見を読む、判例の原審（第一審）にあたり、双方の立場

の言い分を読むという学習方法もあります。時間との兼ね合いもあるため、最初は今

回のような答練で出てきたものや、演習書の解説に記載のあったものを少しづつイン

プットしていくというレベルで良いですが、これが書けると非常に高い評価を受ける

ことができますので、中上級者はチャレンジして下さい。 

 

最後の第 3 グループは、争点を理解し、三段論法をマスターしている答案であす。

これらの答案には高い評価を与えています（特に 35 点以上の点数をつけた答案は非

常に読みやすく、説得力がある）。具体的にいうと、設問 1 で具体的な権利義務や法

律関係の存否の判断を求める事案であっても、前提となる判断に宗教的意義の検討が

含まれる場合には法の適用による終局的な解決ができない、という判例法理が意識さ

れ、代表役員の地位の存否が法律関係に当たる一方で血脈相承の判断に宗教的な考慮

が必要であることを指摘して当てはめを行っているもの、設問 2において、α教宗制

の具体的な条文を指摘して檀徒の地位の分析を行い、名誉毀損行為の存否は宗教上の

教義に関する検討無しに判断が可能であることを指摘しているもの等については、高

い点数をつけています。このレベルの答案を平均的に書ければ、予備試験や司法試験

に合格することは可能です。また、さらにステップアップするためには、答案に悩み

を見せることも重要です。司法試験の問題は結論が明白である問題は少なく、人によ

って意見が分かれる問題を用意していることが多いです。今回の問題でいうと設問 3

が司法試験で問われる応用となります。今回の第 3グループのように事案に最高裁の

基準を適用することで、確かに一定の合格レベルといった評価を得られますが、反対

側の意見をどう表現し、説得するかといった点がまさに司法試験で問われる内容であ

り、実務で問われる内容でもあります。そのため、判例の規範を当てはめて、無難な

結論を導くことも大事ですが、もしかしたら別の結論はないかと悩んだ上で、自分な

りの結論（法的に通用することが前提ですが）を導くことで超高得点を狙うことは可

能です。そのため、このグループにいる方には、そのような意識を持って司法試験に

臨んでほしいです。 

 

（山本先生からのメッセージ） 

私は、今回の採点において厳しいコメントをつけており、自分が低い採点結果を突き

付けられた受験生であったなら、落ち込むと思います。私自身、大学生時は、上述で

いう第 1 グループでした。しかし、そのことを理解した上で、第 2、3 と上がって行

こうと考え、合格することができました。そのため、私の採点で落ち込んだ方々も過

度に落ち込むことなく、真摯に勉強すれば、ステップアップできると信じています。

受験に関する私のモットーは七転八起です。毎回失敗しつつ、成長し、合格時に最高

になればよく、それまでに沢山悔しい思いを重ね、我慢しつつ成長することが大事で

す。皆さんが合格し、同じ法律家となることを願っています。 

以 上 
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